
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項に基づく 

教育委員会の点検・評価 
（平成２９年度対象） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成３０年９月 
 

東庄町教育委員会 
 
 
 

 



 - 1 - 

Ⅰ 教育委員会 

１．教育委員会の会議 

（１）定例教育委員会 １２回開催 

    各種委員の委嘱・任命、条例・規則・要綱の制定、行事の後援・共催承認、

教科書の採択、就学指導候補者の承認、教育費予算の同意、幼稚園長・社会

教育指導員・家庭教育指導員・教育支援センター指導員の任命、学校医等の

委嘱、要保護及び準要保護児童生徒の認定、社会教育計画（案）並びに生涯

学習・公民館・図書館主催教室、講座（案）等について審議した。 

（２）臨時教育委員会 １回開催（３月１０日） 

    県費負担教職員の任免その他進退に関する内申を審議した。 

（３）教育委員協議会 定例教育委員会後８回開催（随時） 

    放課後児童クラブ、東庄中学校駐輪場整備、廃校となる小学校の跡地利用、

学校給食費無償化、東庄町立幼稚園統合等について協議した。 

２．教育委員の学校訪問 

   教育委員は独自に毎月担当校を訪問し、必要に応じて定例教育委員会で報告、

協議を行った。教育委員学校施設訪問を１０月１２日・１３日に実施し、各校

施設の改修、修繕の必要な箇所を精査し、次年度の予算要求を審議した。 

 

Ⅱ 学校教育 

１． 教育施策 

〇 幼稚園や小中学校での教育を通して学んだことを豊かにしていくことができ

る「生きる力」の育成及び社会の中で個性が輝く「人間力」の醸成を図る。 

〇 子どもたちが主体的に学ぶことのできる環境を整備する。 

〇 小学校統合にあたって「学校・家庭・地域社会」がより緊密に連携し、本町に
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根付いた特色ある学校づくりを進める。 

（１）教育内容の充実 

① 情報化やグローバル化など、急激な社会的変化に対応するために必要な知識

や力を身に着けることのできる教育を推進する。 

② 総合学習において、地域との連携を強化し、本町の良さを実感できる教育活

動を推進する。 

③ 子どもたちの「知・徳・体」の向上を図り、個性や能力を引き出していくた

めに、アクティブ・ラーニングなどに取り組み、主体的に学ぶことのできる教

育を推進する。 

④ 地域の農産物に対する理解と関心を高め、よい食習慣や食生活の知恵を身に

つけるために、食育の推進に努める。 

⑤ 障害のある児童に対し、一人ひとりに応じた指導や支援（特別支援教育）の

ために学習支援員を充実するのにくわえ、障害のある児童と障害のない児童が

可能な限り共に学ぶインクルーシブ教育システムの構築を検討する。 

⑥ 選挙年齢が満１８歳以上に引き下げられたことに伴い、学校教育において、

政治的中立を確保しつつ、主権者教育を推進する。 

⑦ 小学校統合に伴い、教育は地域全体で取り組むものという意識のもと、ミニ

集会や学校公開を積極的に行うなど「学校・家庭・地域社会」がより緊密に連

携しながら地域一体となった教育の実現を図る。 

（２）教育環境の整備 

① 適切な規模での学校教育を維持するため、小学校の統合を進める。 

② 老朽化した学校給食センターの新センター建設を進める。 

２．平成２９年度の重点 

（１）千葉県教育振興基本計画をベースに教育振興を図る。 
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（２）指導主事制度を生かし、教師の指導技術の向上を図り、児童生徒に確かな学

力をつける。 

（３）全国学力・学習状況調査の結果を分析し、学力の向上を図る。 

（４）早寝、早起き、朝ご飯、外遊びの励行により強靭な健康・体力を培う。 

（５）幼・小、小・中の連携を強化し、交流活動をより多く取り入れる。 

（６）地域の教育力を生かす。（地域の歴史、伝統文化、工芸、音楽、スポーツ、

栽培、読み聞かせ等） 

（７）子どもの表現力･コミュニケーション能力の一層の向上を図る。 

（８）読書を励行し「読書好きな子ども」を育てる。 

（９）安全・安心な環境づくりと、子どもの危険予測能力・回避能力を育成する。 

３．学校教育の振興 

（１）学校・幼稚園規模 

                      平成２９年５月１日現在 

校（園）名 児童生徒数 住  所 校（園）長名 職員数 

笹川幼稚園     １７ 笹川い４７１３－２９ 玉井 富三    ２ 

橘 幼稚園     １９ 今郡５５５ 玉井 富三    ２ 

神代小学校     ７０ 窪野谷１６６１ 宮崎 豊   １５ 

笹川小学校    ２６９ 笹川い４７１３ 根本 正夫   ２３ 

橘 小学校    １００ 今郡５５８ 関口 喜代美   １５ 

石出小学校     ９４ 石出１５９９ 大槻 富保   １３ 

東城小学校     ７７ 小南９４１ 宮内 幸弘   １３ 

東庄中学校    ３４１ 青馬１７５６ 須藤 壯輝   ２７ 

（２）教育相談 

   毎月、第２水曜日の１３：３０～１６：００に実施したが、相談はなかった。

ほかに、電話等での相談は、随時受付けている。 

（３）東庄町長期欠席児童生徒対策委員会 
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    東庄町長期欠席児童生徒対策委員会委員の異動があったため、４月２５日

に１人の委嘱を行った。東庄町長期欠席児童生徒対策委員会を７月２５日に 

開催し、長期欠席児童生徒の指導、防止対策等について審議した。 

（４）東庄町教育支援委員会 

    ４月３０日をもって東庄町教育支援委員の任期が満了となるため、４月２

５日に新たに委員の委嘱を行った。委員会を１１月２９日に開催し、障害を

持つ児童生徒の継続的な教育支援等について審議した。 

（５）教育委員・民生委員児童委員・学校長合同会議 

    教育委員・民生委員児童委員・学校長合同会議を２月２６日に開催し、要

保護及び準要保護児童生徒の認定等について協議した。 

（６）就学援助及び奨励事業 

   要保護及び準要保護児童生徒就学援助費 

    小学校 要保護児童   ０人 

        準要保護児童  ８人 ５５３，８１２円 

    中学校 要保護生徒   ０人 

        準要保護生徒  ８人 ８７９，２９０円 

   特別支援教育就学奨励費 

    小学校  ５人 １３２，２３７円 

    中学校  ２人  ８１，５４２円 

（７）奨学資金利子補給事業 

   ４１件 対象額 ４０，４１８，７３６円 利子補給額 ５７８，１３８円 

（８）奨学基金事業 

   奨学生 ２人 奨学金 １，５００，０００円 

（９）補助金の交付 
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東庄町教育研究協議会事業        ４００，０００円 

   東庄中学校生徒通学用ヘルメット購入事業 １１７，７８８円 

   東庄中学校社会体験学習事業       １３５，０００円 

   地域学校安全推進事業          １００，０００円 

 

（10）主な工事関係契約・備品購入契約 

  笹川小 体育館暗幕取付工事     契約金額  ３，７６０，４３０円 

笹川小 体育館２階ギャラリー手摺取付工事 契約金額１，００２，６７２円 

笹川小 立木伐採工事        契約金額  ２，０４１，２００円 

笹川小 倉庫棟新築工事       契約金額 １５，２９２，８００円 

笹川小 体育館バトン取付工事    契約金額    ７０４，１６０円 

笹川小 鉄骨倉庫解体工事      契約金額  １，１３４，０００円 

笹川小 体育倉庫棚制作工事     契約金額    ８０３，５２０円 

笹川小 物置設置工事        契約金額    ５１８，４００円 

笹川小 立木伐採及び舗装工事    契約金額  ３，２８３，２００円 

笹川小 体育館バトン取替工事    契約金額    ７３４，４００円 

石出、東城小 プール設備補修工事  契約金額    ７７２，２００円 

東庄中 笠木補修工事（職員室等）  契約金額    ５４０，０００円 

東庄中 笠木補修工事（教室等）   契約金額    ７０５，０００円 

東庄中 3 階職員室エアコン交換工事  契約金額    ７５５，８２７円 

東庄中 技術室改修工事       契約金額 ２３，１８７，６００円 

東庄中 特別教室連絡通路屋根工事   契約金額 １，８０４，１８３円 

  東庄中 校用車両（トヨタハイエース）購入契約金額 １，８８２，４７０円 
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総 合 評 価 Ａ 目標達成に向けて順調に進んでいる 

評 価 所 見 

教育施策については、千葉県教育委員会が提示した「平成 
２９年度学校教育指導の指針」に基づいて実施した。 

小学校外国語活動では、実施する時間全てに日本人英語講師

を配置し、学級担任を主としながら、児童が外国語に慣れ親し

み、コミュニケーション能力の素地を養えるようにした。また、

１～４年生についても各学級２４時間ずつ外国人講師を配置し

発達段階に応じて外国語や外国の文化に親しめるようにした。 
 指導主事制度を生かし、教師の指導技術の向上を図り、児童

生徒に確かな学力をつける取組を行なった。教育事務所の指導

室訪問、管理課訪問、各校からの要請等に応じて学校訪問を実

施し、教育課程の実施状況を確認し、協議・指導を通して学習

指導要領の趣旨を生かした授業づくり、学校づくりを図った。

また、教職員の勤務の状況についても確認し、不祥事根絶への

取組を含め、適切な服務が行われるように指導を行った。 
 全教職員を対象とした夏季研修会（外国語教育・Ｑ－Ｕ診断

資料の見方、活かし方）を実施し、授業力・指導力の向上を図

った。今後とも、年齢層や研修回数等を考慮し、より充実した

研修の実施へ向けて、改善を図る必要がある。 
幼・小、小・中の連携を強化し、スムーズな進学ができるよ

うに交流活動をより多く取り入れた。幼稚園児の小学校訪問や

運動会での交流、教員がお互いの授業、活動参観を行い意見や

情報交換をすることにより園児が小学校について知り、園児と

児童が互いに知り合えるようにすることができた。 
中学校教員による小学校６年生への訪問説明会を実施するこ

とにより、中学校での生活の仕方や学習活動について知ること

ができるようにし、疑問や不安の解消を図るとともに、中学校

入学への心構えを作れるようにした。 
不登校児童生徒に対し、集団生活への適応力の向上を図り、

在籍する学校へ自信を持って復帰できるよう東庄町教育支援セ

ンターを開設、相談及び指導を行い保護者、指導員、在籍校教
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頭と定期的に話し合いを持ち、支援の方向性について共通理解

を図っている。 
安全・安心な環境づくりと、子どもの危険予測能力・回避能

力を育成するため、各校において、避難経路・避難場所・緊急

時の連絡方法（メールによる緊急連絡体制の構築）等、避難の

方法（危機管理マニュアル）について検討を行い、地震等の緊

急時に安全な対応ができるようにするとともに、児童生徒の危

険予測能力・回避能力を育成するための避難訓練を定期的に実

施した。 
児童生徒が生命について理解し、健全で自律した行動がとれ

るように、保護者を含めた関係者が連携し、児童・生徒・保護

者・関係者の意識を高め、思春期講演会を行う等、思春期保健

体制づくりを目指した。 
計画的な就学指導の実施については、幼保・学校・健康福祉

課との連携による、早期からの計画的な就学指導を実施し、一

人一人のニーズに応じた適切な就学指導の実現に努めた。また、

特別に支援を要する児童に介助員や学習支援員、言語指導員を

配置し、個のニーズに応じた支援を行うことにより、一人一人

の個性・能力が適切に伸びていけるように配慮した。 
「東庄町立小学校統合計画」に基づき、東庄町立小学校統合

全体会議、及び作業部会を開催した。ＨＰやチラシで進捗状況

を周知し統合に向けスムーズな移行を目指した。また幼稚園は

３１年度からの認定こども園開設に向け準備を開始した。 
評価指標：Ａ 目標達成に向けて順調に進んでいる 

    Ｂ 一部に課題が認められるが概ね目標に進んでいる 

    Ｃ 課題が生じ目標達成は困難である 
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Ⅲ 生涯学習 

１ 教育施策 

＊ 誰でも生涯学習に参加し、いつでも学ぶことのできる環境づくり 

＊ 多様な価値観にあわせた生涯学習の機会の提供 

（１）生涯学習推進体制の確立 

住民のさまざまな学習意欲を満たす各種講座を積極的に開催するととも

に、小・中学生の保護者を対象とした子育ての場として、家庭教育学級の充

実を図る。また、公民館や図書館の利用促進により、生涯学習を推進する体

制を構築する。 

（２）芸術・文化活動の展開 

文化協会や自主活動団体による芸術・文化活動を支援するとともに、成果

を発表する場を設けることにより、活動の活発化を図る。そして、芸術・文

化に関する意識を高揚し、地域文化の育成を進める。 

（３）文化財の保護と活用 

文化財の調査・研究を推進し、郷土芸能などの無形民族文化財を維持して

いくため、後継者育成などの取り組みを進めていく。 

文化財の保護と活用を図り、案内板の設置等によりＰＲを行うとともに、

本町の歴史や文化財を次世代に伝承する手段として、観光ボランティアとの

協働で史跡等を巡る活動などの取組みを実施する。 

（４）青少年の健全育成 

子どもたちの地域への愛着と誇りを育み、地域社会の一員としての自覚を

高めるため、地域学習を推進する。 

多くの子どもたちが興味を持って参加できる事業の開催や、スポーツ少年

団などで青少年の健全育成を推進する。 



 - 9 - 

（５）スポーツ・レクリエーションの推進 

競技としてのスポーツに取り組む子どもたちのために、スポーツ少年団な

どへの支援を行うとともに、町内のスポーツ施設や学校体育館などを活動の

場として活用できるよう支援する。また、町外からのスポーツ合宿により、

スポーツによる都市交流を推進する。 

レクリエーションとしてのスポーツについては、住民の健康づくりやコミ

ュニティ醸成など、多様な効果が期待できる意義深いものであることから、

関係団体などと連携しながら、誰でも気軽にできる軽スポーツの活動支援や

イベント開催などを推進する。 

２ 本年度の重点 

（１）生涯学習の推進 

   子ども名作劇場の開催 

   青年サークルの立ち上げ 

   障害者の青年講座 

   スポーツ団体の強化                                   

（２）公民館活動の活性化を図る。 

文化事業内容の検討 

   新しい講座の開設と自主団体の育成 

（３）社会教育施設の活用を図る。 

   公民館、公民館分館、図書館、宮野台運動公園，東城グラウンド，町民体育

館、スポーツ広場、弓道場 

（４）図書館の利用促進 

   行政ポイントの付与 

   図書館だよりの発行 
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３ 今日的課題（具体的な実践と協議内容） 

（１）子どもまつり、各種スポーツ大会、町民運動会、文化祭、コジュリンマラソ

ン等への参加促進 

（２）各講座における新規利用者の開拓 

（３）外部団体の自主運営の促進 

（４）中高生が参加できるイベントや講座等の開催 

（５）社会教育施設の老朽化に伴う整備 

   

４．生涯学習の推進 

（１）実施事業 

生涯学習講演会「毒蝮三太夫 まむし流こころとからだの健康法」 
８月２７日 町公民館 ２９１人 

   第４３回東庄町文化祭 １１月３日 公民館 入場者５,０００人 

   コジュリン通学合宿 １１月１９日～２１日 公民館 １９人参加 

東庄町成人式 １月７日 公民館 該当者１５８人うち出席者１３３人 

（２）東庄町文化協会 

   定期総会 ４月２０日 公民館 

   会報「東庄文化」第３３号発行（４，７００部） ５月 

   文化のつどい ６月２５日 公民館 ６００人参加 

研修旅行 ３月４日～５日 長野県諏訪市方面 

（３）東庄町子ども会育成連合会 

   定期総会 ４月８日 公民館 

   第１９回 子どもまつり ５月７日 公民館 ６００人参加 

   子ども会キャンプ ６月３～４日 茨城県立白浜少年自然の家 ４９人参加 

子どもスポーツ大会 １０月２２日 笹川小体育館 ２００人参加   
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（４）東庄町杉の子サークル 

   総会 ４月２３日 公民館 

   クリスマス会 １２月９日 公民館 ２５人参加 

（５）東庄町青少年相談員連絡協議会 

   総会 ４月１５日 いなよし 

   環境美化活動 ６月２４日 町児童館  

   青少年のつどい綱引き＆ドッジボ－ル大会 ９月３日 笹川小体育館 

   選手 7 チーム１００人参加 

   子ども名作劇場「シンドバットの冒険」 １０月２９日 公民館 １８０人 

   青少年のつどい香取地区大会 ２月１８日 香取市民体育館 ５チーム 

５２人参加 

（６）東庄町社会教育委員会議 

東庄町社会教育委員会議委員の異動があったため、４月に３人の委嘱を行い、

平成２９年９月１５日より平成３１年９月１４日までの任期で１５人を委

嘱し、９月２０日に新議長選出。その後１２月に１人の委嘱替え。２月２０

日第２回社会教育委員会議では、社会教育全般の計画等について審議した。 

（７）補助金の交付 

  東庄町文化協会事業 ２５０，０００円 

   東庄町ＰＴＡ連絡協議会事業 １６０，０００円 

   東庄町子ども会育成連合会事業 ７０，０００円 

   単位子ども会育成費（１２団体） １５６，０００円 

   東庄町青少年相談員連絡協議会 ３５０，０００円 

   東庄町杉の子サークル育成会事業 ４０，０００円 
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総 合 評 価 Ａ 目標達成に向けて順調に進んでいる 

評 価 所 見 

子どもたちと青少年の健全育成を図るため、子どもまつり、

青少年のつどい、子どもスポーツ大会、杉の子サークルクリス

マス会、コジュリン通学合宿等の事業を開催し、多くの参加者

があった。また、今年は劇団による子ども名作劇場を開催する

ことで、子ども達への新たな演劇鑑賞の機会と道徳教育の場を

提供できた。 

今後も、東庄町子ども会育成連合会、東庄町杉の子サークル・

杉の子サークル育成会、東庄町青少年相談員連絡協議会等の団

体との連携を図るとともに、その活動を支援する必要がある。 
第４３回東庄町文化祭が１１月３日に公民館で開催され、 

入場者は５,０００人を数えた。東庄町文化協会加盟団体が参加

し、芸術・文化活動の推進が図られた。今後も、文化協会等の

団体育成を図る必要がある。 

東庄町成人式が１月７日に公民館で開催され、該当者１５８

人のうち１３３人が出席し、新成人の門出を祝した。（出席率

84.2％昨年より 0.9％増） 

評価指標：Ａ 目標達成に向けて順調に進んでいる 

    Ｂ 一部に課題が認められるが概ね目標に進んでいる 

    Ｃ 課題が生じ目標達成は困難である 

 

５．東庄町公民館の運営 

（１）主催事業 

   少年講座 

① 子ども書道教室 ３６回（第２・３・４土曜日） 憩いの里・公民館  

受講者７８人 

② 子ども工作教室 １回 公民館 受講者２０人 

③ 子ども絵画教室 4 回 公民館 受講者１２人 

  親子講座 
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① 親子パン作り教室 １回 公民館 受講者３１人 

成人学級 

① 初めてのらくらく手編み教室 １５回 公民館 受講者１８人 

② ペン字教室 ７回 公民館 受講者２３人 

③ 生け花教室 １４回 公民館 受講者９人 

④ Café de 公民館 ５回 公民館 受講者１７人 

⑤ 初めての韓国語講座 １６回 公民館 受講者１７人 

⑥ 折り紙講座 １回 公民館 受講者８人 

⑦ 布ぞうりつくり講座 １回 公民館 受講者１８人 

⑧ 男のそば打ち教室 ３回 公民館 受講者９人 

⑨ 若者のそば打ち教室 １回 公民館 受講者２０人 

⑩ 陶芸教室 １２回 公民館 受講者３人 

高齢者教室 

ことぶき大学 １１回 受講者１４６人 

家庭教育学級 

各小・中学校６学級 全４０回 受講者３４９人 

公民館まつり 

 ２月２５日 公民館 ７００人参加 

同時開催 千葉交響楽団の弦楽四重奏とソプラノ歌手による「親子で楽しむ

わくわくコンサート」 

（２）公民館利用状況 

    東庄町公民館の利用人数は、１，４４５団体 ２７，７８３人（３館合計） 

（３）東庄町公民館運営審議会 

東庄町公民館運営審議会委員の異動があったため、４月に３人の委嘱を行い、



 - 14 - 

平成２９年９月１５日より平成３１年９月１４日までの任期で１５人を委

嘱し、９月２０日に新委員長選出。その後１２月に１名の委嘱替え。２月２

０日第２回公民館運営審議会会議では、公民館事業等について審議した。 

 

総 合 評 価 Ａ 目標達成に向けて順調に進んでいる 

評 価 所 見 

公民館主催講座については、子どもから高齢者まで幅広く実

施している中で、男性の参加が少ないことから「男のそば打ち

教室」や障害者の生きがいづくりをサポートした講座「若者の

そば打ち教室」を開催し、新たな層の意欲的な参加があった。 

神代分館は陶芸施設として、また石出分館は図書室として、

図書の貸出しを行っている。東城分館は放課後児童クラブ、子

育て支援センターとして活用を図った。 

公民館定期利用団体も公民館で活発に活動し、公民館まつり

で日頃の学習成果を発表しているが、今年度は新たな試みとし

て県民芸術劇場を利用し、千葉交響楽団の弦楽四重奏とソプラ

ノ歌手による「親子で楽しむわくわくコンサート」を同日に開

催した。今後も団体等の育成に努める。 

また、分館を含めそれぞれの公民館の特性を生かした、新し

い主催講座等を開設するなど、新規利用者や男性の利用促進等

多様なニーズに対応した取り組みが必要である。 

評価指標：Ａ 目標達成に向けて順調に進んでいる 

    Ｂ 一部に課題が認められるが概ね目標に進んでいる 

    Ｃ 課題が生じ目標達成は困難である 

 

６．東庄町図書館の運営 

（１）実施事業 

県立図書館巡回企画展「手にとってみよう」 ４月１４日～５月１０日 

子ども読書の日スタンプラリー ４月１４日～５月１４日 ３０人参加 

子ども読書の日イベント「おはなし会」 ５月７日 公民館 ５７人参加 
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県立図書館巡回企画展「大人だって本の世界を広げよう」７月２１日～８月

３０日 

県立図書館巡回企画展「読書のすすめ」 １０月２０日～１１月１５日 

秋の読書スタンプラリー １０月２０日～１１月１８日 ８６人参加 

トリックアート工作会 ２月２５日 ３３人参加 

（２）図書館利用状況 

図書貸出し状況 児童貸出 ５，７４４冊、一般貸出 ９，１６４冊、相互

協力冊数 ５０７冊、（合計 １５，４１５冊）利用者は、６，８６０人 

（３）東庄町図書館協議会 

東庄町図書館協議会委員の異動があったため、４月に３人の委嘱を行い、平

成２９年９月１５日より平成３１年９月１４日までの任期で１５人を委嘱

し、９月２０日に新委員長選出。その後１２月に１名の委嘱替え。２月２０

日第２回図書館協議会会議では、図書館事業等について審議した。 

（４）図書購入費 

   図書館図書購入費は１，１９７，７３２円で、８１４冊の図書を購入。 

 

総 合 評 価 Ａ 目標達成に向けて順調に進んでいる 

評 価 所 見 

東庄町図書館と石出分館の２館で図書の貸出しを行ってお

り、利用者の利便が図られている。書籍の充実を図るため、８

１４冊の図書を購入した。子どもの読書週間と、秋の読書週間

にあわせて「読書スタンプラリー」を導入し、利用者がより読

書に楽しめる機会を設けた。県内の図書館との貸出、借用を行

う相互協力も充実してきている。 

また、あかね書房の「トリックアート」の誘致や、継続事業

としての「折り紙講座」や、子どもを対象とした「おはなし会」

を開催した。今後も子どもの読書活動推進のための取り組みを、
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継続していく必要がある。 

評価指標：Ａ 目標達成に向けて順調に進んでいる 

    Ｂ 一部に課題が認められるが概ね目標に進んでいる 

    Ｃ 課題が生じ目標達成は困難である 

７．文化財の保護 

（１）実施事業 

   歴史教室 ６回 公民館 受講者延２０６人 

   歴史移動教室Ⅰ ６月１０日 千葉県立房総のむら ４２人参加 

   歴史移動教室Ⅱ ９月２日 予科練平和記念館 ４５人参加 

東庄町公民館郷土資料展示室の特別展 

「東庄町古今の祭り」 ４月１日～１１月２日 

「昭和の小学校・中学校」 １１月３日～ 

（２）東庄町文化財審議会 

    東庄町文化財審議会を１１月１３日に開催し、文化財案内看板等について

審議した。 

（３）補助金の交付 

  東庄郷土史研究会事業 １００，０００円 

笹川の神楽 １００，０００円 

左右大神神楽 ５０，０００円 

 

総 合 評 価 Ａ 目標達成に向けて順調に進んでいる 

評 価 所 見 

郷土の歴史・文化財等を学ぶ歴史教室を開催し、文化遺産へ

の関心と理解を深め、伝統に対する誇りと郷土愛の精神を養う

ことができた。 

公民館郷土資料展示室で、「東庄町古今の祭り」「昭和の小

学校・中学校」の特別展を開催し、資料が広く一般に公開され、

それぞれの様子について周知することができた。 
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「笹川の神楽」、「左右大神の神楽」の指定無形民俗文化財

継承事業補助金を交付し、無形民俗文化財の保存、継承を図っ

た。 

今後も、引き続き文化財の調査と保護体制の充実を図る必要

がある。 

評価指標：Ａ 目標達成に向けて順調に進んでいる 

    Ｂ 一部に課題が認められるが概ね目標に進んでいる 

    Ｃ 課題が生じ目標達成は困難である 

８．スポーツ・レクリエーションの推進 

（１）大会や行事、主催教室の実施 

第３５回東庄町民ゴルフ大会 ５月２５日 東庄ゴルフ倶楽部 ７５人参加 

第１８回東庄町民ヘルスバレーボール大会 ６月１８日 笹川小体育館 

１６チーム１３０人参加 

第３６回東庄町民体育大会 ７月２日 町民体育館ほか ４００人参加 

第５６回東庄町町民運動会 １０月８日 東庄中学校 ９００人参加 

第２７回香取地区スポレク中央祭 １１月１２日 香取市山田中体育館 

町代表選手３３人参加 

２０１７コジュリンマラソン大会 １２月１０日 ３５２人参加 

リフレッシュ体操教室 １４回 公民館 ２５人 

ピラティス教室 １２回 公民館 ２８人 

ヨガ教室 １４回 公民館 ２６人 

弓道教室 ４０回 弓道場 ７人 

（２）社会体育施設利用状況 

   宮野台運動公園野球場 利用人数 ４，７８９人（１９８回数） 

   宮野台運動公園テニスコート 利用人数 ２，８５５人（３６７回数） 

   東城グラウンド 利用人数 ８８３人（５４回数） 
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   町民体育館 利用人数 １２，４２９人（１，３７８回数） 

   スポーツ広場グラウンドゴルフ 利用人数 ２，２７３人 

   スポーツ広場弓道場 利用人数 ２，７９１人 

（３）東庄町体育協会 

総会 ４月２１日 公民館 

郡民体育大会６競技実施及び出場、県民体育大会４競技出場 

（４）東庄町スポーツ推進委員会 

    東庄町スポーツ推進委員会を５月１０日、８月１８日、９月２７日、１１

月２１日、１月３０日の５回開催し、社会体育の指導・計画等について審議

した。 

（５）東庄町スポーツ推進審議会 

第１回東庄町スポーツ推進審議会を７月１２日に開催し、第５６回東庄町

町民運動会実施計画及び社会体育事業等について審議した。 

また、平成２９年９月１５日より平成３１年９月１４日までの任期で１５人

を委嘱し、１１月１７日に社会体育事業コジュリンマラソン大会の運営につ

いて、２月２０日に東庄町スポーツ施設休場（休館）日の見直し等について

それぞれ審議した。 

（６）東庄町立小学校及び中学校の施設開放運営協議会 

学校施設開放運営協議会委員の異動があったため、４月に４人の委嘱を行

った。学校施設開放運営協議会を２月２６日に開催し、小学校及び中学校の

施設開放について審議した。 

（７）東庄町スポーツ少年団 

代表者会議 １月３０日 公民館 ６団体 

（８）町補助金の交付 
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  東庄町体育協会事業 ５００，０００円 

 

総 合 評 価 Ａ 目標達成に向けて順調に進んでいる 

評 価 所 見 

 各種大会・行事等を開催し、スポーツ活動の推進、普及に取

り組んでいる。また、健康づくりの４教室はどれも中高年の女

性を中心に意欲的な参加があった。 

 スポーツ施設休場（休館）日の見直しを行い、町民体育館、

宮野台運動公園、弓道場について、施設利用者の利便を図った。 

 今年度より、コジュリンマラソン大会実行委員会を組織し、

より一層のスポーツ活動の推進、普及に向けて関係団体の支援

や協力により大会を運営することとした。今後その他各種大

会・行事等についても充実を図ると共に、スポーツ少年団など

による青少年の健全育成を支援していく。 

評価指標：Ａ 目標達成に向けて順調に進んでいる 

    Ｂ 一部に課題が認められるが概ね目標に進んでいる 

    Ｃ 課題が生じ目標達成は困難である 

 

 

 

Ⅳ 学校給食センター 

学校給食センターは、東庄町立小学校、中学校及び幼稚園の学校給食用物資の

調達、調理、配送並びに学校給食費徴収その他必要な事務及び事業を行なった。 

新東庄町学校給食センター整備に向けて計画検討を行ない、基本設計の決定を

行なった。 

１．学校給食センターの運営 

（１）主な取組み 

  日本人の食文化の中心となってきた米を中心とした食生活を再認識するため 

に、正しい豊かな米飯のとり方を身につけさせることを目的として実施した。 
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    学校給食は学校教育の一環であり、食に関する指導の充実を図る。栄養士

による定期的な学校訪問等を実施した。 

    献立内容は、それぞれの栄養所要量に基づき四段階とし、栄養の確保に重

点をおいて実施した。 

    食事内容は、必要とされる栄養量が満たされ、きめられた食材費の範囲の

中で衛生的に安全で量的にも満足されるものとした。 

    地産地消(千産千消)による献立づくりを行った。 

    異物混入対策とし、調理場の照明をＬＥＤに交換し照度を向上させ発見に

努めた。また、調理時の帽子を変更し調理時の混入防止に努めた。 

（２）学校給食期間 

   １学期 ４月７日から７月１９日 

   ２学期 ９月４日から１２月２１日 

   ３学期 １月１０日から３月２２日 

（３）幼・小・中学校の学校給食数・日数 

  月 給食数（食） 給食日数 一日平均食数 

４月 １６，５８１ １６ １，０３６ 

５月 ２１，８９９ ２０ １，０９５ 

６月 ２３，８０８ ２１ １，１３４ 

７月 １３，７７４ １２ １，１４８ 

９月 ２０，４８８ １９ １，０７８ 

１０月 ２３，１４５ ２１ １，１０２ 

１１月 ２１，８３４ ２０ １，０９２ 

１２月 １６，９４５ １５ １，１３０ 

１月 １７，３４２ １６ １，０８４ 

２月 ２０，８５６ １９ １，０９８ 

３月 １４，４８４ １５ ９６６ 

合 計 ２１１，１５６ １９４ １，０８８ 

（４）学校給食費 

   幼稚園 日額１９１円 月額３，３００円 年額３６，３００円 

   小学校 日額１９１円 月額３，３００円 年額３６，３００円 
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   中学校 日額２２０円 月額３，８００円 年額４１，８００円 

（５）東庄町学校給食センター運営委員会 

    東庄町学校給食センター運営委員会を７月１９日、２月２６日の２回開催

し、学校給食センターの運営状況・計画等について説明を行なった。また、

新東庄町学校給食センター整備計画について説明を行なった。 

（６）東庄町学校給食センター建設検討委員会 

    新東庄町学校給食センター建設に向けて、６月１日に建設検討委員会を設

置し、３回開催し検討を行なった。基本設計の決定を行なった。 

 

総 合 評 価 Ａ 目標達成に向けて順調に進んでいる 

評 価 所 見 

 学校給食は、米飯給食を基本とし、地産地消(千産千消)によ

る献立づくりの推進を図っている。 

食事内容は、必要とされる栄養量が満たされており、衛生的

に安全で量的にも満足されるものが提供されている。 

 今後も安全な学校給食実施のため、夏休み等を中心として職

員の研修等への積極的な参加が望まれる。 

平成２９年度第２回東庄町学校給食センター運営委員会にお

いて、新給食センターの整備計画について説明があった。 

建設検討委員会が設置され３回開催された。平成３０年度以

降、平成３２年４月稼働に向けての準備の必要がある。 

評価指標：Ａ 目標達成に向けて順調に進んでいる 

    Ｂ 一部に課題が認められるが概ね目標に進んでいる 

    Ｃ 課題が生じ目標達成は困難である 

 

 


